
組合員の皆様へ 

稲敷農業協同組合         

代表理事組合長 根本 作左衛門 

 

「事業復活支援金」登録確認機関への登録について（ご案内） 

 

 日頃より、当ＪA の事業運営にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 国は、経済対策として、別添チラシの「事業復活支援金」（所轄：経済産業省 中小企業庁）を創 

設し、令和 3 年 11 月から令和 4 年 3 月までで選択する月が基準（過去実績）期間と比較し、売上高 

で 30％以上、下落した農業者を含む中小事業者等の支援を決定しました。 

 事業復活支援金の申請には、JA 等の登録確認機関での事前確認が求められており、この度、当 JA 

も登録確認機関として登録しました。 

 

【事前確認期間】 令和 4 年 3 月 8 日（火）～5 月 20 日（金）（当農協の確認期間となります） 

 

【登録確認窓口】 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、事前のお電話で事前確認日の調整 

をいたします。また当日の必要書類等についてもご案内いたします。 

         営農経済部 販売企画課 （担当：太田、酒寄）  電話 029-892-6647 

         東部支店 営農支援課 （担当：柗田、林）     電話 0299-78-2141 

         中部支店 営農支援課 （担当：黒田、奈良）    電話 029-892-6645 

         西部支店 営農支援課 （担当：浅野、関川）    電話 0297-87-7101 

        ※ 当農協では申請関係（仮登録・申請等）のフォーム操作等は行えません。 

必ず下記「事務局 HP」で仮登録（申請 ID 発番）をしてから、ご連絡ください。 

            

【連絡受付可能   平日（9：00～16：00） 

曜日・時間】   ※事前確認の曜日・時間についてはご連絡いただいた際に設定いたします。 

 

※ 当農協は、「登録確認機関」となりますので、「事業復活支援金の内容」・「給付対象」・「申請関係 

等」についての問い合わせは下記『事業復活支援金事務局』の相談窓口へお願いいたします。 

 

事業復活支援金（ホームページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/） 

※詳細は事務局 HP をご確認ください。 

※申請が困難な場合等は、申請サポート会場をご利用ください。（事務局 HP 参照） 

 

 問い合わせ窓口についても以下の通り開設されております。 

事業復活支援金事務局 申請者専用 相談窓口 TEL．0120－789－140（携帯電話可） 

IP 電話等からの問い合わせ TEL．03-6834-7593（通話料がかかります） 

  8：30～19：00（土日、祝日含む全日対応） 
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